
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  高額特定資産と消費税                   

Ｑ：高額の資産を取得した場合、消費税の

しばりがあるそうですが、どうなっているの

ですか？                                         

                                              

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

消費税では、消費税免税点制度及び簡易課

税制度の適用を受けていない事業者が、平成

28年４月１日以後に高額特定資産の仕入れを

した場合はその課税期間を含め３期間は免税

事業者になることや簡易課税制度の適用を受

けることができないこととなっています。 

ここでいう高額特定資産とは、一の取引単

位につき、1,000万円(税抜き)以上の棚卸資産

又は調整対象固定資産をいいます。 

また、調整対象固定資産とは、棚卸資産以

外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、

機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬

具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資

産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。 

消費税では、この調整対象固定資産を①課

税事業者になった課税期間の初日から２年を

経過する日までに開始した各課税期間中、②

新設法人の基準期間がない事業年度の各課税

期間中に取得等をして、一般課税で申告する

場合にも同様の制限を課していますが、高額

特定資産を取得する場合には、①や②のよう

な期間の制限がなく、事業者免税点制度及び

簡易課税制度を選択していない課税期間であ

れば、いつでも適用されますので、この点に

注意してください。 
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